


結
果

　　「収入合計金額と支出合計
金額が同じになるように当期経
常増減額を記載した。」との内容
は、全く回答になっていない。
　シルバー人材センターの財政
状況を確認すると、補助金を必
要としながらも財政状況は良好
であるため、今後の補助金の交
付申請、実施報告は理由を明確
にし、適正に行うべきである。

　今後は、センターからの申
請書等の精査、実地調査等を
行ったうえで補助金の交付事
務を適正に実施していきま
す。

意
見

　近隣のシルバー人材センター
の加入率は、岐阜市1.4％、大
垣地域1.3％、各務原市1.3％、
羽島市1.3％、北方町1.5％と比
較すると、当市のシルバー人材
センターの加入率は、やや低調
な数値である。
シルバー人材センターの魅力等
を増大させ、加入率1.3％を当面
の目標とするなど加入率の向上
及び会員の確保に尽力していた
だきたい。

　広報紙等の活用（広報みず
ほ、市老連の会報誌ぎんな
ん、ホームページ）、配偶者
や知人からの紹介により会員
になった場合、紹介者に粗品
を渡すといった施策を展開す
るなど、現会員にも協力いた
だき、加入率1.3％を当面の
目標にする。

意
見

　　実質的に請負作業であるに
もかかわらず、1時間当たりの単
価設定とすると、会員の就業意
欲を失わせるおそれがある。
　結果として、加入率にも影響す
ると考えられるため、会員への適
切な配分金一覧表となるよう十
分に見直していただきたい。

　県の最低賃金を参考に作業
の品質の維持向上、会員のモ
チベーションも考慮し、配分
金の適時見直しを行うよう指
導した。

意
見

　左記の表のとおり、支払われた
配分金が0円の会員が62人で
35.6％を占めており、1～
100,000円の会員が29人で
16.7％とこの2つを合わせると、
100,000円以下の会員で52.3％
と半数を超えている。
　一方で100万円以上の会員
は、16人と9.2％であり、年間で
受け取った配分金に大きく偏り
が見られる。
　0円又は支払額の少ない会員
がより増額となるように積極的に
仕事を紹介していただきたい。

　配分金は請負作業をした者
にのみ支給されるが、派遣
者、会費未納者や収入を必要
としない者には支払っていな
い状況となっている。
会員の意向、依頼業務の内
容、受任状況等を適切に勘案
し、適正な業務配分に努める
よう指導した。

（４）令和4年配分金額及びその人数
について

措
置
済

地
域
福
祉
高
齢
課

（２）加入率等について

改
善
進
行
中

地
域
福
祉
高
齢
課

（３）配分金の単価について

改
善
進
行
中

地
域
福
祉
高
齢
課

回答
担当

財政援助
団体等監
査
R6.12.6

公益社
団法人
瑞穂市
シル
バー人
材セン
ター

地域福
祉高齢
課

（１）補助金について

改
善
進
行
中

地
域
福
祉
高
齢
課

監査名等
監査
対象

区
分

結果又は意見の内容
進捗
状況

措置又は今後の取組の内容
(R6.8時点)



回答
担当

監査名等
監査
対象

区
分

結果又は意見の内容
進捗
状況

措置又は今後の取組の内容
(R6.8時点)

結
果

　　平成28年度の税制改正によ
り、法人の減価償却制度が変更
となっている。
　建物は定額法でこれまでどお
りであるが、建物附属設備と構
築物の法定償却方法が、上記
税制改正により、定率法から定
額法に変更となっていた。
　また、シルバー人材センターの
固定資産台帳兼減価償却計算
書を確認したところ、令和4年3
月31日に取得されたトイレ・廊下
改修工事などが建物附属設備と
して、定額法で償却されていた。
重要な会計方針であるので、速
やかに是正すべきである。

　指摘いただいた部分に関し
て是正しました。

結
果

　　令和2年4月から昇給がない
からとのことであるが、相当の長
期間昇給がなかったわけでもな
く、その職員の年齢（60代）から
判断すると、前月基本給の20％
増額されたというのは、上り幅が
大きいといえる。
　賞与も現段階では支給されて
おらず、その職員の年間収入や
これまで退職金が支払われてい
ないことからすると、決して多額
の給与ではないと判断するが、
今後の職員のためにも、近隣の
シルバー人材センターの職員給
与も検証し、適正な給与、賞与、
退職金の支給がなされるように、
十分検討していただきたい。
　また、3役での相談及び臨時理
事会の議事録を確認したところ、
基本給が20％増額となった理由
について全く記載されていな
かったので、重要なことは明確
に記録に残すべきである。

　現在の給与表は、市役所の
給与表を参考に作成してい
る。適正な給与、賞与等につ
いては、今後他市町の動向に
目を向けつつ、慎重に検討し
ていく。
今後は、センターの定款に従
い、理事会において協議がな
された事項については、要点
をおさえ、詳細に記録するよ
う改善を行うよう指導した。

（６）職員の給与等について

改
善
進
行
中

地
域
福
祉
高
齢
課

財政援助
団体等監
査
R6.12.6

公益社
団法人
瑞穂市
シル
バー人
材セン
ター

地域福
祉高齢
課

（５）重要な会計方針について

措
置
済

地
域
福
祉
高
齢
課



回答
担当

監査名等
監査
対象

区
分

結果又は意見の内容
進捗
状況

措置又は今後の取組の内容
(R6.8時点)

結
果

　　収支相償は、公益法人が毎
事業年度において満たさなけれ
ばならない認定法で定められた
財務に関する公益認定の基準
のひとつであるため、市の補助
金とは関係のない話である。
　地域福祉高齢課は、申請書及
び報告書を受け取るだけでな
く、瑞穂市補助金等の交付に関
する指針に沿って、真に必要な
補助金を交付すべきであり、補
助金予算の減額も実施すべきで
ある。
また、瑞穂市補助金交付規則
（以下、「規則」という。）第10条
に規定されている審査を適切に
行い、必要に応じ規則第15条に
規定する調査等も実施すべきで
ある。

　今回センター事務所にて聞
き取り調査を行い、センター
の運営状況について、詳細に
調査を実施し、担当職員から
説明を受けた。
今後も適時、実地調査、書類
の精査を実施することで、補
助金の適正化を図る。

財政援助
団体等監
査
R6.12.6

公益社
団法人
瑞穂市
シル
バー人
材セン
ター

地域福
祉高齢
課

（７）補助金について

措
置
済

地
域
福
祉
高
齢
課



結
果

　瑞穂市契約規則（以下「契約
規則」という。）第26条では、「契
約担当者は、競争入札により落
札者を決定したとき、又は随意
契約の相手方を決定したとき
は、遅滞なく次に掲げる事項を
記載した契約書を作成しなけれ
ばならない。」と規定されている。
　このため、契約の相手方が決
まったら、速やかに契約書を作
成すべきである。
　また、瑞穂市会計規則第5条
において支出負担行為として整
理する時期が定められており、
委託料で契約書を作成している
場合は、「契約を締結するとき」と
なっている。予算の執行管理の
観点からも忘れないように起票
すべきである。

　仕様書番号簿にて契約書及
び負担行為欄を作成し、漏れ
がないように取り組みしまし
た。

結
果

　結果として、提出のあった実績
報告書の登録者数の人数にも
錯誤があったため、金額の修正
はなかった。
契約書中の仕様書に委託料の
支払については、市が業務の履
行を確認した後に支払うものと
記載されている。
　今回、実績報告書の確認不足
であったため、今後はこのような
ことがないように、適切に確認す
べきである。

　月末報告に出席確認書類の
添付を行い、検査を徹底しま
す。

（２）委託契約に係る実績報告書の確
認について

措
置
済

子
ど
も
支
援
課

回答
担当

定期監査
R6.2.6

子ども
支援課

（１）支出負担行為の起票遅れ等に
ついて

措
置
済

子
ど
も
支
援
課

監査名等
監査
対象

区
分

結果又は意見の内容
進捗
状況

措置又は今後の取組の内容
(R6.8時点)



回答
担当

監査名等
監査
対象

区
分

結果又は意見の内容
進捗
状況

措置又は今後の取組の内容
(R6.8時点)

結
果

　仕様書では、いずれの年度も
「その月の初日」を支払の基準
日としていたが、月の初日とする
と月によって初日が変動し、バラ
ツキが生じるなど、市と受注者で
疑義や紛争が生じるおそれがあ
る。このため、毎月同一日が基
準日となるように仕様書の記載
を変更すべきである。
　また、登録者数についても、2
か月連続で1回も出席していな
い児童の事例も確認されたこと
から、例えば2か月連続で1回も
出席がなく相手から退会の連絡
もない場合、次月以降の登録者
数には算入しないこと及び指定
した日までに次月の登録者数を
確定するなどの取扱いを明確化
しておいていただきたい。

　仕様書に登録者数の基準日
を詳細に記載しました。ま
た、授業アンケートを報告書
に添付するように令和６年度
から変更しました。

結
果

　　タイムカード等で確認できて
いたから作成しなかったとのこと
であったが、労働者派遣事業の
適正な運営の確保及び派遣労
働者の保護等に関する法律第
42条第1項から第3項までに、
「派遣先は、派遣就業に関し、
①派遣先管理台帳を作成し法
定事項を記載すること、②派遣
先台帳を3年間保存すること、③
省令で定めるところにより、派遣
元事業主に通知する。」ことが義
務化されている。
　このため、まだ作成等されてい
ないものは、早急に処理し、今
後は適正に実施すべきである。

　派遣先管理台帳を作成しま
した。

結
果

　瑞穂市職員等の旅費に関する
条例第4条第4項に「旅行命令権
者は、旅行命令等を発し、又は
これを変更するには、旅行命令
簿又は旅行依頼簿（以下「旅行
命令簿等」という。）に当該旅行
に関する事項を記載し、これを
当該旅行者に提示しなければな
らない。」と規定されている。
おおむねは記載されていたが、
一部において未記載であったた
め、出張の際は、旅行命令簿等
の記載を徹底すべきである。

　記載について課内職員に連
絡し、徹底しました。

（４）派遣先管理台帳について

措
置
済

子
ど
も
支
援
課

（５）旅行命令（依頼）簿の記載につ
いて

措
置
済

子
ど
も
支
援
課

定期監査
R6.2.6

子ども
支援課

（３）委託契約の仕様内容の見直しに
ついて

措
置
済

子
ど
も
支
援
課



回答
担当

監査名等
監査
対象

区
分

結果又は意見の内容
進捗
状況

措置又は今後の取組の内容
(R6.8時点)

結
果

　監査時点で出納簿と現物の数
が一致していることが確認できた
が、それまでは、出納簿と現物
の数が不一致であった。
　今後は、このようなことがないよ
うに定期的にチェックを行うべき
である。

　毎月、ダブルチェックを行
うこととし、再度チェック体
制を整えました。

結
果

　　母子健康手帳及びマタニ
ティアイテムの購入契約に係る
文書を確認したところ、物品購
入伺書等は令和4年11月に作成
されており、随意契約見積一覧
表において、令和4年12月2日に
契約者は決定していた。
　契約規則第26条では、「契約
担当者は、競争入札により落札
者を決定したとき、又は随意契
約の相手方を決定したときは、
遅滞なく次に掲げる事項を記載
した契約書を作成しなければな
らない。」と規定されている。
　契約者が決定したのであれ
ば、速やかに契約書を作成すべ
きである。

　仕様書番号簿にて契約書及
び負担行為欄を作成し、漏れ
がないようにしました。

意
見

　市有施設及び備品等に係る鍵
の管理について（マニュアル）の
とおり、返却日、備考欄も記載す
ることとなっているため、漏れなく
記載をしていただきたい。

鍵管理簿に記載しました。

結
果

　税込単価が0円となっている理
由について子ども支援課に確認
したところ、入力漏れとのことで
あったため、備品管理マニュア
ル等に基づき、適切に価格を入
力すべきである。

システムに入力しました。

意
見

　　備品管理マニュアル等による
と、税込単価が不明の場合は、
「1円」として入力することとされて
いるため、速やかに入力してい
ただきたい。

システムに入力しました。

結
果

　　廃棄漏れとなっている備品に
ついては、備品管理マニュアル
に基づき、速やかに廃棄手続を
行うべきである。

　システムに廃棄について入
力しました。

（９）備品について①

（９）備品について③

（９）備品について②

措
置
済

子
ど
も
支
援
課

（８）鍵管理簿について

措
置
済

子
ど
も
支
援
課

子
ど
も
支
援
課

措
置
済

子
ど
も
支
援
課

措
置
済

定期監査
R6.2.6

子ども
支援課

（６）地域振興券の管理等について

措
置
済

子
ど
も
支
援
課

（７）契約書の作成について

措
置
済

子
ど
も
支
援
課



結
果

　ボールの散乱を防ぐために毎
回使用するものであり、安全に
使用するためにも物品の欠陥の
有無はその都度確認すべきであ
る。
今回、一度での購入が可能だと
思われる物品を、1月17日と1月
23日の2回に分割し、一度の購
入金額が5万円以内となるように
して購入したことは、請書の作成
を省略するために行われたと言
わざるを得ない。
今後は、契約事務処理要領に
基づき適正に処理すべきであ
る。

　各小・中学校の事務職員に
請書の作成を省略する目的で
分割購入することは、契約事
務に係る関係例規に違反する
ことを伝え、以後このような
事が無いように指導をした。
　また、学校教育課におい
て、本指摘について共有し、
各小・中学校が起票する伝票
について注意深くチェックす
る事とした。

結
果

　2年生でも必要となり購入は良
いとして、3年生の生徒数に対し
て数が足らないというのは、最初
の発注時に生徒数は分かって
いたはずであるため、最初の購
入時にまとめて購入すべきであ
る。
卓球スクリーン購入と同様、一度
での購入が可能だと思われる物
品を、7月29日と8月1日の2回に
分割し、一度の購入金額が5万
円以内となるようにして購入した
ことは、請書の作成を省略する
ために行われたと言わざるを得
ない。
今後は、契約事務処理要領に
基づき適正に処理すべきであ
る。

　各小・中学校の事務職員に
請書の作成を省略する目的で
分割購入することは、契約事
務に係る関係例規に違反する
ことを伝え、以後このような
事が無いように指導をした。
　また、学校教育課におい
て、本指摘について共有し、
各小・中学校が起票する伝票
について注意深くチェックす
る事とした。

結
果

　瑞穂市文書管理規程第35条
及び第36条において文書の整
理及び保存期間について規定
されている。
今後は規程に基づき適正に処
理すべきである。

　校長会の場において、業務
上作成した文書は全て公文書
である旨を説明し、文書管理
規定に基づき、適切な文書管
理を行うように徹底した。

結
果

　当市の予算編成方針における
食糧費の計上は「原則無し。た
だし、4時間以上にわたる会議の
場合は1人当たり100円以内」と
なっている。
今後は市の予算編成方針に
沿った予算計上や取扱いをす
べきである。

　令和６年度予算策定時に、
食糧費の計上について予算編
成方針どおりに「原則無し」
とした。

定期監査
R6.1.17

穂積北
中学校

（１）分割購入について①

措
置
済

学
校
教
育
課

監査名等
監査
対象

区
分

結果又は意見の内容
進捗
状況

措置又は今後の取組の内容
(R6.8時点)

回答
担当

（２）文書保存について

措
置
済

学
校
教
育
課

（１）分割購入について②

措
置
済

学
校
教
育
課

（３）食糧費の予算計上について

措
置
済

学
校
教
育
課



監査名等
監査
対象

区
分

結果又は意見の内容
進捗
状況

措置又は今後の取組の内容
(R6.8時点)

回答
担当

意
見

　今後は備品の確認を定期的に
行い、実態に即して管理及び手
続を適切に行っていただきた
い。

　備品の管理について、夏休
み等の児童生徒がいない時期
を活用して、備品の定期的な
確認を行い、適正な管理及び
速やかな手続を行うように徹
底した。

結
果

　ピアノの調律について、それぞ
れの学校で毎年特定の業者で
調律を行うのではなく、学校教
育課で各学校のほか幼稚園分
をまとめて見積りを徴取し、一括
契約することで少しでも安価で
調律ができるようにし、経費削減
に努めるべきである。

　ピアノは弦楽器の要素があ
り、人間の主治医のように、
可能な限り同じ調律師（業
者）に関わっていただく方が
管理上望ましい。また、一括
契約したとしても事務処理の
手間を補って余りあるほどの
効果は期待できないため、現
状のままとした。

意
見

　切手受払簿から突発的に大量
の郵便を送付することは考えに
くく、年間の使用金額に比べて
過大に保有することの無いように
前年度からの繰越しを考慮する
ことや、予定されている郵便料
金の改定も視野に入れ、計画的
に切手類を購入していただきた
い。
切手類は換金が容易なことから
現金同様に注意をもって取り扱
う必要があり、繰越しの多さや過
剰な調達とならぬようにしていた
だきたい。

　切手の在庫及び年間使用数
を確認しながら新年度予算を
策定する事とし、年２回の学
校訪問時において、切手の在
庫状況を確認することによっ
て、過剰な調達とならないよ
うに注意を行う。

（６）切手等の購入について

措
置
済

学
校
教
育
課

（５）ピアノの調律について

不

(

未

)
措
置

学
校
教
育
課

定期監査
R6.1.17

穂積北
中学校

（４）備品管理について

措
置
済

学
校
教
育
課



意
見

　瑞穂市会計規則（以下「会計
規則」という。）別表には、支出
負担行為として整理する時期が
定められており、「使用料及び賃
借料」にあっては「契約を締結す
るとき（請求のあったとき）」とされ
ている。
　この契約については、契約書
が交わされており、契約後速や
かに起票しなければならなかっ
た。
学校教育課は、「契約を締結し
たら起票する。」との回答であっ
たことから、失念対策を徹底して
いただきたい。

　学校教育課内で当該事例に
ついて情報共有をしたうえ
で、契約締結後は速やかに起
票することを確認した。
　また、学校教育課学事・庶
務係全員に（公財）岐阜県市
町村振興協会市町村研修セン
ター主催「事務ミス防止研
修」を受講させ、事務処理に
おけるミス防止を徹底させ
た。

結
果

　過年度未収入繰越しに係る調
定は、令和5年度分についても、
まだ起票されていないため、速
やかに起票すべきである。
また、3年連続で起票が遅延して
いるため、失念対策を徹底すべ
きである。
　債権台帳の記載事項について
は、債権管理を適正に行うため
に、施行規則に規定された事項
を記載すべきである。

　当該指摘事項について、直
ちに起票し、債権台帳につい
ても適正に管理するように職
員に徹底した。
　また、学校教育課学事・庶
務係全員に（公財）岐阜県市
町村振興協会市町村研修セン
ター主催「事務ミス防止研
修」を受講させ、事務処理に
おけるミス防止を徹底させ
た。

定期監査
R5.10.16

学校教
育課

（１）支出負担行為の起票遅れにつ
いて

措
置
済

学
校
教
育
課

回答
担当

監査名等
監査
対象

区
分

結果又は意見の内容
進捗
状況

措置又は今後の取組の内容
(R6.8時点)

（２）過年度未収入分繰越し（過年度
外国語指導助手報酬返戻金未済
分）に係る調定等について

措
置
済

学
校
教
育
課



回答
担当

監査名等
監査
対象

区
分

結果又は意見の内容
進捗
状況

措置又は今後の取組の内容
(R6.8時点)

結
果

　再三にわたり請求をしたが、相
手から請求がなかったから、出
納閉鎖を迎えたというのは、地
方自治法第208条の会計年度独
立の原則に反しており、信じられ
ない回答であった。
　支払先は、市内及び岐阜市の
業者であったため、相手から請
求がないのであれば、こちらから
出向いて請求書を貰うべきであ
る。
　担当者は勿論のこと、組織で
の対応にも問題があると言わざ
るを得ない。
　その後、監査から追加で確認
した改善策に対する回答もポイ
ントがズレており、本気で改善を
行う意思があるのか疑問である。
今後このようなことが起きないよう
に、組織として適切かつ真摯に
改善策を講ずべきである。

　当該指摘事項について、学
校教育課内で会計年度独立の
原則について、今一度確認を
し、今後このような事があっ
た場合は、相手先に出向いて
でも請求書を貰い、出納閉鎖
までに支払を終えるように徹
底した。
　また、学校教育課学事・庶
務係全員に（公財）岐阜県市
町村振興協会市町村研修セン
ター主催「事務ミス防止研
修」を受講させ、事務処理に
おけるミス防止を徹底させ
た。

結
果

　幼稚園保育料等の債権台帳
の記載事項については、適正な
債権管理を行うために、施行規
則に規定された事項を記載すべ
きである。

　当該指摘事項について、債
権台帳について、施行規則に
規定された事項を確認し、記
載をした。

結
果

　瑞穂市職員等の旅費に関する
条例第4条第4項ただし書きで
は、「ただし、これを提示するいと
まがない場合には、口頭により
旅行命令等を発し、又はこれを
変更することができる。」と規定さ
れ、また同条第5項では、「旅行
命令権者は、口頭により旅行命
令等を発し、又はこれを変更し
た場合には、できるだけ速やか
に旅行命令簿等に当該旅行に
関する事項を記載し、これを当
該旅行者に提示しなければなら
ない。」と規定されている。
したがって、口頭によって旅行
命令を発した場合でも、速やか
に旅行命令簿に記載すべきで
ある。

　学校教育課内で「出張等の
場合は、旅行命令を受けて行
われる。」事を再確認し、旅
行命令簿を記載することを徹
底した。
　また、口頭で旅行命令が発
せられた場合においても、で
きる限り速やかに旅行命令簿
に記載する必要があることを
徹底した。

（４）幼稚園保育料等に係る債権台
帳について

措
置
済

定期監査
R5.10.16

学校教
育課 （３）翌年度支払について

措
置
済

学
校
教
育
課

学
校
教
育
課

（５）旅行命令（依頼）簿の記載につ
いて

措
置
済

学
校
教
育
課



回答
担当

監査名等
監査
対象

区
分

結果又は意見の内容
進捗
状況

措置又は今後の取組の内容
(R6.8時点)

結
果

　廃棄漏れとなっている備品に
ついては、速やかに廃棄手続を
行うとともに、その他廃棄漏れと
なっていないか全体の備品を確
認すべきである。

　備品と台帳を確認し、廃棄
漏れとなっている備品につい
ては、廃棄手続を行った。

意
見

　備品シールの貼付は、会計規
則にも定めがあり、備品を特定
するのに有効であるため、貼付
が困難な場合を除き、貼付して
いただきたい。

　備品には、必ず備品シール
を貼付することを職員間で再
確認をし、今後購入する備品
には必ず備品シールを貼付す
ることを徹底した。

意
見

　所管が適切でないと、備品台
帳との照合が困難になるおそれ
があるので、速やかに所管替え
を行っていただきたい。

　備品と台帳を確認し、所管
替えが必要な備品について
は、所管替えの手続を行っ
た。

意
見

　備品名が不明瞭であると、備
品台帳との照合が困難になるお
それがあるので、全体の備品を
見直し、分かりやすい名称に変
更していただきたい。

　備品台帳を確認し、不明瞭
な備品名は分かりやすい名称
に変更した。

（６）備品管理について④

措
置
済

定期監査
R5.10.16

学校教
育課

（６）備品管理について①

措
置
済

（６）備品管理について③

措
置
済

学
校
教
育
課

学
校
教
育
課

学
校
教
育
課

（６）備品管理について②

措
置
済

学
校
教
育
課



結
果

　体育協会は1,300万円超、文
化協会には、約680万円の補助
金を当初申請で交付している。
　また、他の団体についても、多
額の補助金を交付している。
今回の監査は財政援助等監査
ではないため、各団体の詳細を
チェックしていないが、疑念の生
じるところが複数見受けられた。
　補助金規則にも現地調査、調
査等の規定があるため、生涯学
習課においては、計画的かつ定
期的に、また適時に調査を実施
すべきである。

　地方自治法及び瑞穂市補助
金交付規則に規定された調査
等について、必要に応じて適時
に実施します。

意
見

　基金に積み立てられた経緯も
踏まえ十分に検討し、活用して
いただきたい。

　基金に積み立てられた経緯も
踏まえ、体育協会とも相談し、十
分な検討のうえ、地方財政法第
４条の４（積立金の処分）に基づ
き活用します。

（９）体育振興基金の活用について

定期監査
R5.2.7

生涯学
習課

（６）現地調査又は調査等の実施に
ついて

改
善
進
行
中

生
涯
学
習
課

監査名等
監査
対象

区
分

結果又は意見の内容

改
善
進
行
中

生
涯
学
習
課

進捗
状況

措置又は今後の取組の内容
(R6.8時点)

回答
担当



結
果

　事務局における備品は、おお
むね適正に管理されていた。
　しかしながら、購入後28年経過
しているテレビやビデオデッキな
ど明らかに使用していないもの
があったため、今後の使用を勘
案し、適正に廃棄処理すべきで
ある。
　また、備品シールの貼付がな
いものが確認されたため、適正
に処理していただきたい。

　備品シールの貼付がない備
品について、特定ができたも
のに備品シールの貼付を行っ
た。

定期監査
R4.10.18

議会事
務局

（９）備品管理について

措
置
済

議
会
事
務
局

監査名等
監査
対象

区
分

結果又は意見の内容
進捗
状況

措置又は今後の取組の内容
(R6.8時点)

回答
担当



意
見

　瑞穂市補助金等の交付に関
する指針で、補助対象として相
応しくない支出について「交際
費、慶弔費、飲食費、懇親会
費、積立金、慰安的な旅行に要
する経費など受益者負担で賄う
べき経費は補助対象外経費とす
る。」となっている。
　自治会活動において、親睦会
（飲食）はあらゆる場で不可欠で
あると考えられるが、交付金の財
源が公金であることから、瑞穂市
補助金等の交付に関する指針
（補助金）に準じて親睦会（飲
食）を交付金の対象外経費とし
て検討していただきたい。

   自治会員の親睦は、希薄化が
進むコミュニティの醸成の場とし
て有意義であると考えているとこ
ろである。
　意見にもあるとおり、自治会活
動において、親睦会（飲食含む）
はあらゆる場で不可欠であると
考えられ、過去から自治会活動
の一環として位置づけられ行わ
れてきました。
　コロナが5類に移行され、親睦
会（飲食含む）等、リラックスした
雰囲気の中で活発な意見交換
会を行う動きもようやくみられるよ
うになってきており、全てを中止
するのではなく、会の内容を精
査し、引き続き、自治会毎に個
別に対応し、是正に努める。

定期監査
R３.10.１５

（４）自治会活動振興交付金につい
て

市民協
働安全
課

改
善
進
行
中

市
民
協
働
安
全
課

措置又は今後の取組の内容
(R6.8時点)

回答
担当

監査名等
監査
対象

区
分

結果又は意見の内容
進捗
状況



結
果

　商工会によると、振興資金引
当預金は、商工会館の建設や
取得等を目的とした預金である
が、現在は商工会館を建設する
計画はないとのことであった。
　商工会館を建設する計画がな
いのであれば、振興資金引当預
金は、余剰資産となり市から補
助金を受ける理由がないため、
早急に計画を定め、振興資金引
当預金の活用を検討すべきであ
る。

　商工会からは市の新庁舎への
入居の可能性や、会館を新設し
た場合の市の財政援助の有無
を考慮し判断したいとの意見が
あったことから、市の新庁舎建設
の検討状況に応じ随時協議する
こととしたが、新庁舎建設の検討
が始まったところであり、具体的
な協議ができていない状況で
す。

進捗
状況

措置又は今後の取組の内容
(R6.8時点)

回答
担当

商
工
農
政
観
光
課

監査名等
監査
対象

区
分

結果又は意見の内容

財政援助
団体等監
査
（瑞穂市商
工会）
R3.10.6
～
R4.1.21

瑞穂市
商工会

商工農
政観光
課

瑞穂市商工会について
（１）振興資金引当預金について

改
善
進
行
中



結
果

　徴収根拠のない幼稚園交通安
全協力費をバス利用の園児の
保護者のみ雑入として徴収し、
施設管理費に財源充当すること
は、違法・不当とまでは言えない
ものの、幼稚園運営上、著しく公
平性に欠けており、本来の目的
を逸脱していると言わざるを得な
い。
　今後は、幼稚園運営を適切に
行うためにも、幼稚園交通安全
協力費の使途や徴収根拠を明
確にすべきである。

　幼稚園交通安全協力費の在り
方については、幼稚園の運営と
バスの運行方法を含め、総合的
に検討している。
　市所有の幼稚園バスの老朽化
に伴い、将来的な買い替え時期
において、バスの運行業務の在
り方も含めて見直しを図りたい。

（２）幼稚園交通安全協力費につい
て

監査名等
監査
対象

区
分

結果又は意見の内容

定期監査
R元.11.8

ほづみ
幼稚園
学校教
育課
教育総
務課 改

善
進
行
中

学
校
教
育
課

進捗
状況

措置又は今後の取組の内容
(R6.8時点)

回答
担当


